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日米地位協定の抜本的見直しを
求める意見書

　日米地位協定について、主に以下の点を中心に抜本的見直
しを行うよう求める。
１　米軍及び米軍人・軍属・家族に対し、条約・日本法令に定
めがある場合以外は、施設・区域の内外を問わず、日本法令
が適用されることを明確にすること。
２　日本国政府及び地方自治体の当局は、法令の適用の確保
等、その公務の遂行に必要な場合は、施設・区域内に立ち入
り、調査し、必要な措置を執ることができるものとするこ
と。

【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、防衛大臣、
　　　　　内閣官房長官

地方創生に係る新型交付金等の
財源確保を求める意見書

　政府においては、地方創生の深化に向けた支援として、以下の
事項について実現するよう強く要請する。
１　地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」と
各府省の地方創生関連事業・補助金、さらには新型交付金の
役割分担を明確にするとともに必要な財源を確保すること。

２　平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費
（１兆円）」については、地方創生に係る各自治体の取り組みの
ベースとなるものであるから、恒久財源を確保の上、５年間は
継続すること。

３　平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年
度補正予算に盛り込まれた「地方創生先行型交付金」以上の
額を確保するとともに、その活用については、例えば人件費や
ハード事業等にも活用できるなど、地方にとって使い勝手の
良いものにすること。

４　新型交付金事業に係る地元負担が生じる場合は、各自治体
の財政力などを勘案の上、適切な地方財政措置を講ずるなど
意欲のある自治体が参加できるよう配慮すること。

【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、地方創生担当
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平
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座
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企
画
財
政
部
所
管
に
つ
い
て

「
財
政
当
局
と
し
て
市
民
の
所
得

状
況
の
変
化
を
ど
う
分
析
し
て
い

る
の
か
」
と
の
質
疑
に
「
10
年
前

や
昨
年
と
比
べ
て
も
課
税
標
準
額

が
３
０
０
万
円
を
超
え
て
い
る
層

の
納
税
義
務
者
数
が
減
っ
て
い
る

の
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
役
世
代
で
働
い
て
い
た
方
が
60

歳
を
過
ぎ
、
リ
タ
イ
ア
し
た
方
た

ち
の
所
得
が
減
っ
て
い
る
の
が
一

つ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
総
務
部
所
管
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
「
10
月
か

ら
制
度
が
開
始
さ
れ
る
が
、
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
は
間
に
合
う
の

か
」
と
の
質
疑
に
「
総
務
省
か
ら

通
知
が
来
て
お
り
、
個
人
情
報
を

管
理
す
る
住
基
シ
ス
テ
ム
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
を
遮
断
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
今
月
中
に
対
応
す
る
予

定
で
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
60
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
58
号
、
第
59
号
以
上
２

件
は
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
39
号
、
第
40
号
は
６
面

参
照
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健
康
部
所
管
の
プ
ー
ル
使
用
料

に
つ
い
て
「
プ
ー
ル
開
放
で
夕
方

の
部
を
開
放
し
て
い
る
プ
ー
ル
は

ど
こ
か
」
と
の
質
疑
に
「
立
野
台
、

東
原
、
ひ
ば
り
が
丘
、
相
模
が
丘
、

入
谷
、
旭
プ
ー
ル
で
す
」
と
の
答

弁
が
あ
り
、
ま
た
、「
残
り
の
プ

ー
ル
６
カ
所
を
開
放
し
な
か
っ
た

理
由
は
」
と
の
質
疑
に
「
過
去
の

利
用
実
績
に
基
づ
き
、
午
後
の
時

間
帯
の
利
用
が
少
な
い
と
こ
ろ
に

つ
い
て
夕
方
の
部
を
取
り
や
め
て

い
ま
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

次
に
、
福
祉
部
所
管
の
緊
急
通

報
シ
ス
テ
ム
電
話
対
応
事
業
費
に

つ
い
て
「
予
算
執
行
の
経
緯
に
つ

い
て
伺
い
た
い
」と
の
質
疑
に「
１

月
に
入
札
、
２
月
初
め
に
契
約
し

て
、
２
月
、
３
月
が
移
行
期
間
と

な
り
ま
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
、

ま
た
、「
事
業
を
進
め
る
に
当
た

り
、
年
度
内
で
検
討
を
加
え
た
こ

と
に
つ
い
て
伺
い
た
い
」
と
の
質

疑
に
「
業
者
の
選
定
に
当
た
り
、

駆
け
つ
け
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
か

ど
う
か
が
一
番
の
課
題
で
、
利
用

者
の
大
半
は
市
内
に
連
絡
の
と
れ

る
方
が
い
な
い
ケ
ー
ス
が
大
変
多

か
っ
た
た
め
、
駆
け
つ
け
サ
ー
ビ

ス
が
で
き
る
事
業
者
を
選
定
し
ま

し
た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。
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市
民
部
所
管
の
住
民
票
等
コ
ン

ビ
ニ
交
付
事
業
に
つ
い
て
「
コ
ン

ビ
ニ
で
の
交
付
件
数
増
加
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
分
析
を
し
て
い

る
の
か
」
と
の
質
疑
に
「
特
に
顕

著
で
あ
っ
た
の
が
全
体
の
発
行
枚

数
が
減
少
を
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
コ
ン
ビ
ニ
で
の
発
行
枚

数
が
増
え
て
い
る
点
で
、
コ
ン
ビ

ニ
交
付
事
業
が
市
民
に
浸
透
し
て

き
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
低
い
数
値
で
あ
り
、
今

後
も
利
便
性
に
つ
い
て
市
民
へ
の

周
知
を
図
り
、
さ
ら
な
る
利
用
拡

大
へ
と
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

　

次
に
、
教
育
部
所
管
の
図
書
館

資
料
整
備
事
業
費
に
つ
い
て
「
図

書
館
の
蔵
書
数
、
利
用
状
況
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
近
隣
自
治
体

と
比
較
を
す
る
と
ど
の
程
度
で
あ

る
か
」
と
の
質
疑
に
は
「
市
民
一

人
当
た
り
の
蔵
書
数
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等

を
含
め
て
３
・
18
冊
で
、
県
央
地

区
の
市
の
中
で
は
２
番
目
で
あ
り
、

実
利
用
者
は
市
の
人
口
に
対
し

14
・
４
％
の
方
と
な
り
ま
す
。
貸

出
数
に
つ
い
て
は
、
市
民
一
人
当

た
り
７
・
21
冊
で
、
県
央
地
区
で

は
２
番
目
に
な
り
ま
す
」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
58
号
、
第
65
号
以
上
２

件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

▽
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都
市
部
所
管
事
項
に
つ
い
て
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
な
見
直
し
が
行
わ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
と
の
質

疑
に
「
検
討
会
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
目
的
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
公
共
交
通
網
の
補
完

的
な
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
利

用
実
態
を
踏
ま
え
た
運
行
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
利
用
促
進
と
移

動
制
約
者
を
主
体
と
し
た
市
民
の

生
活
の
足
と
し
て
の
利
便
性
向
上

を
図
っ
て
い
く
と
い
う
方
針
の
も

と
、
ル
ー
ト
や
便
数
、
車
両
の
形

態
、
採
算
性
な
ど
に
つ
い
て
見
直

し
て
い
き
ま
す
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
54
号
は
、
賛
成
多
数
で

認
定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
57
号
は
、
賛
成
多
数
で

認
定
及
び
原
案
の
と
お
り
可
決
し

ま
し
た
。

▽
議
案
第
64
号
、
第
66
号
、
第
67

号
、
第
68
号
、
第
69
号
、
第
70
号
、

第
71
号
、
第
72
号
、
第
73
号
、
第

74
号
、
第
75
号
、
第
76
号
、
第
77

号
以
上
13
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
58
号
、
第
63
号
以
上
２

件
は
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
53
号
、
第
55
号
、
第
56

号
以
上
３
件
は
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
58
号
は
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
37
号
は
６
面
参
照

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
61
号
、
第
62
号
以
上
２

件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
（
一
部
委
員
退

席
）。

※要旨のみ掲載していますので、詳細は市ホームページで

ご確認いただくか、議会事務局までお問い合わせくださ

い。☎046（252）8872


